
№
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該当項目 意見の要旨 市の考え方

１ 8

　小学３年生の「本を読まなかった理由」
に、「文章を読むこと、字を見ることがきら
いだから　めんどうだから」が挙げられてい
るが、この年代は家庭ではゲーム類に夢中に
なる子が多いと思う。人数は少ないかもしれ
ないが、学習面でも小学３年生は難しくなる
学年で、「読書の楽しさ」を体験することが
大切。具体的な取組の中に、「楽しさ」への
工夫はあまり見られないように思う。

　本計画は副題に「一人ひとりに読書の楽
しみを！」を掲げており、読書の楽しさは
本計画の骨子となっています。ご指摘を踏
まえ、今後の魅力ある事業やイベントへ反
映させ、子どもの読書活動を推進していき
たいと考えます。

２ 10

　デジタル化が進み電子書籍のニーズが高
まっているからこそ、行政としては紙の本の
大切さを実感できるよう積極的な取組をして
欲しい。

　貴重なご意見をありがとうございます。
市民図書館では、コロナ禍において非接触
や来館しないでも図書を楽しむ目的として
電子書籍を導入した一方で、対面を重視し
たおはなし会の実施や実際の事典や図鑑を
利用した「百科事典の使い方講座」等を
行っております。電子書籍と紙の本のメ
リット・デメリットを把握し、それぞれの
良さを活かして子どもの読書活動を推進し
ていきたいと考えます。

３ 12

　ディスレクシア（読み書き障害）の方に市
民団体でマルチメディアデイジー図書※の製
作をしていると知っていただきたいと思う。
また、図書館の協力が得られれば活動の幅も
広がる。図書館との連携が望まれる。
※マルチメディアデイジー図書・・・音声と
一緒に文字や絵が表示され、どこを読んでい
るかハイライト表示がされるデジタル図書

　貴重なご意見をありがとうございます。
ご意見の主旨は、ｐ16「特別な配慮を必要
とする子どもへの読書環境整備の推進」の
中で捉えており、利用促進は課題であると
認識しています。
　いただいたご意見は、今後の施策の参考
とさせていただきます。

４ 16
第１章 ４
（２）計画の
目指すもの

　学校図書館は小・中学生にとって最も身近
な「本が沢山ある場所」で、本に親しみを持
てる場所。しかし、開館時間はどの学校も短
く、授業の調べ学習などの利用以外に子ども
達が「読書を楽しめる場所」になっているの
か。「連携」も大切だが、「図書館自体の雰
囲気を楽しむ時間の確保」も大切にしてほし
い。

  学校図書館が子どもたちにとって読書を
更に楽しむことのできる場所となるよう、
司書教諭や図書ボランティアを活用しなが
ら引き続き努めてまいります。

５ 18

　地域サロン的なもの（寺子屋風）で、読書
時間、読み聞かせ時間が開かれる制度が望ま
れる。図書館や分館開催では、利用者が限定
されたり、広がりが足りないように思う。

　いただいたご意見の主旨は、ｐ18「乳幼
児の読書活動への取組」の中で捉えており
ます。より具体的な事業のご提案等につい
ては、今後の施策の参考とさせていただき
ます。

６

　乳幼児の読書活動への取組の「読み聞かせ
ボランティアへの支援」について、読み聞か
せボランティアをしたい人、読み聞かせをし
て欲しい人はどこに連絡したら良いのか窓口
が必要。活動できる場所の開拓も必要だと思
う。
　読む事は、ボケ防止にもつながるので講習
会をぜひ開催して欲しい。

　読み聞かせに関する事は、市民図書館ま
でお問い合わせください。
　活動場所の開拓についてのご意見は、今
後の施策の参考とさせていただきます。
　講習会の開催については、ｐ20「読み聞
かせボランティアへの支援」事業において
捉えており、また市民図書館では、毎年初
心者のための読み聞かせ講座を実施してお
ります。

７
　在校ボランティアあるいは地域ボランティ
アによる読み聞かせの機会の確保に努めて欲
しい。

　いただいたご意見の主旨は、ｐ20「読み
聞かせボランティアへの支援」事業におい
て捉えております。より具体的な事業のご
提案等については、今後の施策の参考とさ
せていただきます。

昭島市子ども読書活動推進計画（素案）に係るパブリックコメントの結果について

第１章 ３
（５）第三次
計画における
調査により明
らかになった
状況と課題

第２章 １ 乳
幼児の読書活
動への取組
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８

　小学生・中学生の読書活動への取組の「読
書習慣の定着」について、忙しい学校の中
で、朝読書の時間をとることは難しいといわ
れる管理職や先生もいると思うが、子ども達
にとって何が大切か何が必要かと考えた時、
読書は子ども達の心を育てる一番の本になる
ものだと信じている。
　是非、全小学校に朝読書の時間を設定して
いただきたい。そして、少なくともどの学校
も５年以上は継続して欲しい。

　朝の時間を活用した学習は、各学校で児
童・生徒の学習状況を踏まえながら内容を
決めております。教育活動全体を通して、
読書活動をいつ、どのように行うか、今後
も各学校で工夫してまいります。

９

　子ども達がたくさん本を読んだり、感想文
を書いたりした場合、褒賞制度があると励み
になると思う。
　また「中学・高校生の読書フォーラム」の
取組は大いに賛成。褒賞制度とバインドして
参加者の量と質が高まると考える。

　貴重なご意見をありがとうございます。
より具体的な事業の提案等については、今
後の施策の参考とさせていただきます。

１０

　まずは図書館の楽しさ、本の楽しさが身近
に感じることが出来る環境が大切だと思う。
そこで、小学生・中学生の読書活動への取組
がとても重要になってくる。今、学校図書館
と市民図書館の連携は、まだそれほどないの
では？と感じている。市民図書館から学校図
書館への具体的な活動を願っている。
・図書館資料の移動
・学校図書館運営業務の人材確保
・学校図書館に常任の司書教諭をおいてほし
い
・ブックトーク、ビブリオバトルをぜひ来て
やってほしい
・団体貸出は市民図書館がセットを作成し学
校に売りこんではどうか

　いただいたご意見の主旨はｐ16「学校図
書館との連携強化」の中で捉えており、特
に学校図書館と市民図書館の連携に関して
は、課題であると認識しており、図書館側
からの提案や働きかけを行い、積極的な事
業を展開したいと考えております。
　より具体的な事業等のご提案について
は、今後の施策の参考とさせていただきま
す。

１１
　小中学校については、学校内の図書室開設
日をできる限り多くして欲しい。

　学校図書館は、児童・生徒が授業時間や
休み時間に利用しており、平日は毎日開室
しております。各学校の状況に応じて対応
してまいります。

１２

　学校内の図書室を放課後・長期休暇中に本
に触れ、また居場所・相談場所（他自治体で
実施している図書室カフェのような）として
も機能できるような仕組みを可能な学校から
模索して欲しい。

　放課後や長期休業日中の学校図書館の開
設は学校の実情を踏まえながら適宜設定し
ています。居場所、相談場所としての機能
につきましては、今後の施策の参考とさせ
ていただきます。

１３ 23
第２章 ３ 高
校生の読書活
動への取組

　「中学・高校生の読書フォーラム」は大切
な取組で、特に「ビブリオバトル」は観覧者
にも楽しみな企画。今後、読書活動推進計画
策定に当たる年には、子ども達から「楽しい
図書館・夢の図書館」のアイディアを募る企
画も有意義と思う。

　貴重なご意見をありがとうございます。
「中学・高校生の読書フォーラム」は高校
生が実行委員となり企画実行をする事業
で、子ども読書活動推進事業の中でも大き
な事業の一つです。
　より具体的な事業等のご提案について
は、今後の施策の参考とさせていただき、
子どもの読書活動を推進していきたいと考
えます。
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の取組
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１４

　マルチメディアデイジー図書の作成は専門
の知識と技術の養成が不可欠である。今後、
市民図書館においてマルチメディアデイジー
図書の講習を計画・実施の方向であるなら
ば、ぜひ市民もその講習に参加させていただ
き、その後には音訳したデイジー図書をマル
チメディアデイジー図書にする作業にも協力
したい。
（他１件）

　いただいたご意見の主旨は、特別な配慮
を必要とする子どもの読書活動への取組に
て「資料の充実」と「関係機関との連携」
の中で捉えています。マルチメディアデイ
ジー図書※に関しては、本市でも専門的な
知識や技術の習得が必要であると認識して
います。
　より具体的な事業等のご提案について
は、今後の施策の参考とさせていただきま
す。

１５

　録音図書やマルチメディアデイジー図書は
作成に時間がかかり、専門の知識と技術の養
成が不可欠。音訳者を育成するには相当な年
数が必要となる。この機会にぜひ図書館の障
害者サービス担当職員を異動のない固定の専
門職員とし、音訳者並びに特別な配慮が必要
な子ども達の環境整備に対処して欲しい。

　貴重なご意見をありがとうございます。
より具体的な事業等のご提案については、
今後の施策の参考とさせていただきます。

１６

　アキシマエンシス図書館が完成し、運用が
開始された事で図書館利用者数や本の貸出冊
数が増加している事は大変喜ばしいと思う。
但し、このままではなく、更なる高い目標を
掲げ前進していくことが肝要。

　貴重なご意見をありがとうございます。
ご意見を踏まえ、子どもの読書活動を推進
していきたいと考えます。

１７

　従来の東中神図書館が無くなり東部地区の
人達の利便性を復活する方策はあるか。ある
なら公開して欲しい。
　同様に、西部地区についても改善方策があ
るならば公開願う。
　東部地区の図書館不足に対応して、「昭和
高校」の図書館活用を模索してはどうか。

　東部地区の図書館に関しては、令和７年
度開設予定の市民総合交流拠点施設内に分
館を設置予定です。詳細に関しては、本市
ホームページで公開されています。
　西部地区には新たな図書館の設置予定は
ありません。

第２章 ４ 特
別な配慮を必
要とする子ど
もの読書活動
への取組

その他
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